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令和８・９年度 競争入札参加資格審査申請書提出要領 

【令和８年度 定時受付分（共同受付対応）】 
 

徳島市上下水道局が発注する建設工事に関する調査、測量及び設計業務等（以下「建設コンサルタント等

業務」という。）に係る入札に参加を希望する者は、次のとおり競争入札参加資格審査申請書を提出してくだ

さい。 

（県内の業者は、別に要領を定めています。） 

 

１ 共同受付の実施及び徳島市競争入札有資格者名簿の適用について 

徳島市上下水道局では、建設工事等における競争入札参加資格審査申請について、徳島県との共同受付

を実施しています。また、徳島市が作成した徳島市競争入札有資格者名簿及び資格に関する格付けを、徳

島市上下水道局の名簿及び格付けとして適用します。（管路調査業務を除く。） 

共同受付における申請書類の提出先については、次のとおりとなりますので、この要領を確認の上、誤

りが無いように申請書類を提出してください。 

 

(1) 申請書類の提出先 

◆ 共通審査書類 

 概 要  申請書類のうち、徳島県と共通化・単一化した書類 

     （登記事項証明書、納税証明書等） 

 提出先  徳島県建設管理課 審査担当 

※電子申請となっております。県の概要等をご確認下さい。 

 

◆ 個別審査書類（徳島市） 

 概 要  共通審査書類以外に、徳島市が資格審査において必要な書類 

     （委任状等） 

 提出先  徳島市総務部契約監理課（徳島市役所６階） 

 

◆ 個別審査書類（上下水道局） 

 概 要  共通審査書類以外に、徳島市上下水道局が提出を求める書類 

     （委任状等） 

 提出先  徳島市上下水道局総務課契約係（本庁舎２階） 

 

※ 管路調査業務の入札参加希望者は、別に作成した提出要領を参考の上、申請書類を提出してくださ

い。 

※ 徳島市上下水道局に入札の参加を希望し、徳島県には入札の参加を希望しない場合でも、徳島県に

共通審査書類を、徳島市には個別審査書類をそれぞれ提出してください。（徳島市競争入札有資格者

名簿を適用するため、徳島市上下水道局のみの入札参加希望申請はできません。） 

なお、徳島県に提出する競争入札参加資格申請書の「入札希望参加市町村」の徳島市の欄に○印を

必ず付けてください。 
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(2) 共同受付及び徳島市名簿の適用の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 登録業種及び資格有効期間 

徳島市上下水道局における建設工事の登録業種及び資格有効期間については、徳島市の入札参加希望

業種及び資格有効期間と同一になります。 

 

３ 徳島県提出書類（共通審査書類）の提出要領 

以下は、徳島県に提出する「共通審査書類」についての申請方法等の主な概要について記載していま

す。詳しくは(4)に記載している徳島県の担当窓口へお問い合わせください。 

 

(1) 提 出 先  徳島県建設管理課 審査担当（徳島県庁８階） 

 

(2) 提出方法  電子申請 

※添付書類は電子申請に添付又は郵送 

(3) 申請書類の作成方法その他の事項 

共通審査書類の作成方法その他の詳細については、徳島県電子入札ホームページの入札参加資格審

査のページを参照していただくか、徳島県の担当窓口へお問い合わせください。 

 

(4) 徳島県担当窓口の問い合わせ先 

徳島県県土整備部 建設管理課審査担当 

（住所）〒７７０－８５７０ 徳島市万代町１－１ 徳島県庁８階 

（電話）０８８－６２１－２５１９・２６２４ 

 

４ 徳島市提出書類（個別審査書類）の提出要領 

以下は、徳島市に提出する「個別審査書類」についての申請方法等の主な概要について記載していま

す。詳しくは(4)に記載している徳島市の担当窓口へお問い合わせください。 

 

(1) 提 出 先  徳島市総務部契約監理課（徳島市役所６階） 

 

徳島市 
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徳島県 
①共通審査書類の提出 

②個別審査書類の提出 

③
申
請
デ
ー
タ 

の
提
供 

④資格認定通知送付（市） 

(徳島市からの送付により上下水道局認定) 

⑤
名
簿
の
適
用 

②個別審査書類(上下水道局)の提出 
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(2) 提出方法  原則郵送 

 

(3) 申請書類の作成方法その他の事項 

個別審査書類の作成方法その他の詳細については、徳島市の入札参加資格審査のページを参照して

いただくか、徳島市の担当窓口へお問い合わせください。 

 

(4) 徳島市担当窓口の問い合わせ先 

徳島市総務部契約監理課（工事契約担当） 

（住所）〒７７０－８５７１ 徳島市幸町２丁目５番地（徳島市役所６階） 

（電話）０８８－６２１－５３２６・５３２７ 

 

５ 徳島市上下水道局提出書類（個別審査書類）の提出要領 

以下は、徳島市上下水道局に提出する「個別審査書類」の提出要領の内容を記載しています。なお、個

別審査書類の提出を要しない場合は、徳島県及び徳島市にのみ各申請書類を提出してください。 

 

⑴ 受付期間  令和７年１２月２２日～令和８年１月２７日 

   ※ 期間中の土日、祝日は除きます。 

 

⑵ 資格有効期間 令和８年６月１日～令和１０年５月３１日【２年間】 

 

⑶ 提 出 先   

 

 

 

⑷ 提出方法  郵送または持参（ただし、書類不備の場合は受理しません。） 

※ 持参の場合の受付時間は、土・日・祝日を除く午前９時から午後４時３０

分まで（正午から午後１時までの間は除きます。）となります。 

※ 郵送の場合は令和８年１月２７日までの消印有効となります。（封筒に

「競争入札参加希望申請書類在中」と記載してください。） 

  

徳島市上下水道局総務課契約係 

（住所）〒７７０－０８０８ 徳島市南前川町５丁目１番地の４ 

              上下水道局本庁舎２階 
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⑸ 提出書類（Ａ４サイズ）及び提出部数一覧表 

提 出 書 類 名 部数 

① 一般競争入札（指名競争入札）参加資格審査申請書 〔別記様式第１号〕 
１部 

② 委任状（年間委任者を設定する場合） 〔上下水道局様式又は任意様式〕

※ 提出書類に虚偽の記入をした者は、競争入札に参加できなくなるので、必ず事実に基づいて記入して

ください。 

 

⑹ 各提出書類の説明 

① 一般競争入札（指名競争入札）参加資格審査申請書 

ア 「年月日」の欄にはこの申請書の提出日を記入してください。（郵送の場合は、発送日を記入して

ください。） 

イ 「郵便番号」及び「所在地」の欄には主たる営業所（本社・本店）の所在地と郵便番号を記入し

てください。 

ウ 「代表者氏名」の欄での氏名（フリガナを含む。）については、姓と名との間は１文字あけてくだ

さい。 

エ 「電話番号」及び「ＦＡＸ番号」の欄は、必ず主たる営業所の所在地（本社・本店）の番号を記

入してください。 

オ 継続申請する場合で、「主たる営業所の所在地」、「商号又は名称」、「役職」、「代表者氏名」及び「電

話番号」が現在の登録情報と異なる場合は、別に競争入札参加資格審査申請変更届を提出してくだ

さい。ただし、既に変更届を提出済みの場合については不要です。 

カ 「書面作成者」は、この申請に関する連絡及び問い合わせ等の窓口となる担当者の氏名及び電話

番号を記入してください。 

② 委任状（年間委任者を設定する場合） 

ア 任意様式で申請する場合は、宛名を「徳島市上下水道事業管理者」としてください。（上下水道局

様式も有り） 

イ 徳島県及び徳島市と徳島市上下水道局で受任者を統一してください。 

ウ 建設工事または管路調査業務でも入札参加資格を申請している場合は、各業務の受任者を統一し

てください。 

エ 委任期間は５ー⑵で示す資格有効期間と同一期間となります。（※徳島市と同一期間） 

オ 委任状の提出を要しない場合は、徳島市上下水道局へ個別審査書類を提出する必要はありません。

（共同受付における申請書類を徳島県及び徳島市に提出してください。） 

カ 代表者の押印が必要となりますので、必ず記名・押印の上、提出してください。 

⑺ 受付受理書について 

ア 受付受理書が必要な者は５－⑹－①の書類に受付印を押印の上、返信します。各自で用意したもの

でも構いません。 
イ 郵送により申請書類を提出する場合は、返信先を記入した「はがき」又は「封筒」を必ず同封（返

信に必要な切手を貼付）してください。返信用封筒等が用意されていない場合は返信できません。 
ウ はがきの場合は、当局の受付受理書の代わりとして使用することとし、受付印を押印の上、返信し

ます。また、封筒の場合は当局作成の受付受理書を郵送するために使用します。 
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６ 資格の認定及び競争入札有資格者名簿への登載の通知 

資格審査の結果、入札に参加する資格を有すると認められた者については、競争入札有資格者名簿に登

載します。競争入札有資格者名簿は徳島市ホームページ及び公共工事入札情報サービスにて公開を行って 

いますので、インターネット上での資格確認をお願いいたします。 

 

７ 変更届について 

上下水道局では、徳島市競争入札有資格者名簿に変更があった場合、徳島市と同様に変更届を提出して

いただいておりましたが、令和５年４月１日以降は上下水道局への提出の必要はありません。ただし、徳

島市総務部契約監理課には引き続き変更届を提出してください。 

なお、次の変更が生じる場合は、引き続き上下水道局への変更届及び添付資料が必要になりますのでご

注意ください。 

・ 配水管布設工事及び推進工事に登録されている業者情報を変更する場合 

・ 管路調査業務に登録されている業者情報を変更する場合 

注① 上下水道局のみの業種となりますので、徳島市には変更届の提出は必要ありません。 

・ 徳島市競争入札有資格者名簿に登録されている業者で年間委任を設定又は変更する場合 

 

 

 

【問い合わせ先】 

○徳島市上下水道局 総務課契約係  

住所：〒７７０－０８０８ 徳島市南前川町５丁目１番地の４（上下水道局本庁舎２階） 

電話：０８８－６２３－２０９２ 

○この要領は徳島市上下水道局ホームページにも掲載しておりますのでご覧ください。 

上下水道局ホームページアドレス 

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/jogesuidokyoku/business/keiyaku/shinsa_kyodo.html 

(トップページ→上下水道局→事業者の皆さまへ→入札・契約情報→競争入札参加資格審査申請について) 


